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１ テーマ 「教職員が不祥事を起こしたときの責任について」 

教職員が不祥事を起こした場合、地方公務員法上の責任、刑事上の責任及び民事上の責任が問われます。今回
はその中で、特に地方公務員法上の責任（懲戒処分）とそれに伴い本人が受ける影響について説明します。 

２ 関係法令（※「職員」には臨時的任用教職員及び会計年度任用職員（非常勤講師、ＡＬＴ、スク
ールカウンセラー、部活動指導員、介助員、調理員、教員業務支援員等）も含まれる） 

【地方公務員法】 
第２９条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、

停職又は免職の処分をすることができる。 
 一 この法律若しくは第５７条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の

規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 
  二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 
  三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 
３ 懲戒処分の種類 
 

地方公務員法に基づく「懲戒処分」 特別な指導（措置） 
①免職（退職手当原則不支給） 
②停職（6 月以下、給与不支給）  
③減給（6 月以下、給料月額の 1/10 以下相当額の減額） 
④戒告 

①文書訓告 
②厳重注意 
③校長注意 

※懲戒処分歴は履歴書に記載 ※懲戒処分には至らずとも、職員の行為を戒め、
職務履行の改善向上を求める場合に実施 

４ 本人が受ける影響 

（１）懲戒処分の公表等 
■懲戒処分を受けた場合、原則として、処分時期、被処分者の所属等（所属名、職位、氏名(免職
の場合のみ)、年齢）、処分内容、処分理由が公表されます。 

■警察に逮捕された場合、懲戒処分の有無にかかわらず、原則として警察から氏名等が公表されます。 
（２）教員免許状の失効 

■禁錮以上の刑を受けた場合や、懲戒免職処分を受けた場合は、教員免許状が失効し、免許管理
者に返納しなければなりません。 

（３）給与上の不利益 
■懲戒処分及び措置（文書訓告）を受けた教職員は、勤務成績が良好でないと判定されることに
より、勤勉手当の減額や昇給への影響が生じることがあります。 

■懲戒免職となった場合には、原則として退職手当は支給されません。 
 

【定年退職までの損失額（概算）】 

例 (令和４年４月現在)   処分内容 損失額（概算） 

◇ 高等学校教諭 
◇ ３３歳 
◇ 給料月額  
   307,600円 

 
 
 
 

懲 
戒 
処 
分 

免職 ２億３０３４万円 

停職（６月） ４８１万円 

減給（1/10、３月) ２３５万円 

戒告 ２２２万円 

措置 文書訓告 １１３万円 
 

※ 処分等を受けずに、教諭として定年（６５歳）まで勤務した場合と比較したものです。 
※ 給料＋教職調整額＋教員特別手当＋地域手当（0.15%）により算出したものです。 
  （扶養手当等の諸手当は含みません。） 
※ 免職の場合の損失額のみ、退職手当概算額を含んで算出しています。 
    （免職以外の場合でも、諸条件により退職手当に影響が出ることがあります。） 

５ 本人以外の影響についても考えてみましょう。 

（１）児童生徒への影響 
     ■教育の根幹をなす児童生徒と教職員との信頼関係が損なわれる。 
（２）保護者・地域への影響 
   ■それまで築いてきた保護者や地域と学校の協力体制・信頼関係が損なわれる。 
（３）学校への影響 
   ■児童生徒への事後支援や教育委員会、地域、マスコミへの説明・事後対応などに追われ、学習

指導や生徒指導など、本来の教育活動に全力を注ぐことが困難となり、事案発生前の通常状
態への回復に膨大な労力と時間を要する。 

（４）職場、他の教職員への影響 
   ■誠実に職務に取り組んでいる教職員に迷惑をかけ、職場の士気を低下させるとともに、児童

生徒等と日々真摯に向き合い、児童生徒等が心身ともに健やかに成長していくことを真に願
う、大多数の教職員に対する社会からの信頼が毀損される。  

令和４年６月に 

懲戒処分等 

 


